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「申請に対する処分」基準等公開票（法律又は命令）

特定医療費の支給認定の変更の認定

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）
第１０条第２項

３０日～６０日程度

　支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の支給認定の変更の申
請又は職権により、厚生労働省令で定める事項（注）を変更する必要があ
ると認めるときは、支給認定の変更の認定を行う。

（注）
・当該支給認定を受けた指定難病の患者が特定医療を受ける指定医療機関
・負担上限月額及び負担上限月額に関する事項（所得区分、高額難病治療
　継続者の該当及び世帯内按分の変更等によるもの）
・支給認定に係る指定難病の名称
（難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平成２６年厚生労働
省令第１２１号）第３２条、平成２６年１２月３日健発１２０３第１号
「特定医療費の支給認定について（通知）」）
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